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№1図画位置図　

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

角浜漁港海岸
大谷地海岸

川尻漁港海岸（ 北側）
平内海岸

川尻漁港海岸（ 南側）
種市海岸

鹿糠漁港海岸（ 鹿糠）

種市漁港海岸

鹿糠漁港海岸（ 玉川）
玉川海岸

戸類家漁港海岸

鹿糠地区 

宿戸漁港海岸
八木海岸

小子内海岸
小子内漁港海岸

原子内海岸
坂下海岸

有家海岸
有家漁港海岸

高家漁港海岸（ 一ツ釜）
高家漁港海岸（ 小波浜）
高家漁港海岸（ 高家）
桑畑漁港海岸
田子の木漁港
川津内漁港海岸（ 前浜）
川津内漁港海岸（ 川津内）
横沼漁港海岸

白前漁港海岸
麦生漁港海岸
麦生地区 

久慈湊漁港海岸
久慈港海岸（ 半崎）

久慈港海岸（ 玉の脇）
久慈港海岸（ 諏訪下）

久慈港海岸（ 湾口）
舟渡漁港海岸

久喜漁港海岸
広内海岸

小袖漁港海岸（ 三崎）

野田漁港海岸

川尻漁港海岸（ 平内）

野田農地海岸
野田海岸（ 十府ヶ浦海岸）
野田地区（ 前浜）

№1

№2

№3

№4

№5

№7

№6

№8

№9

小袖漁港海岸（ 小袖）

洋野町

県 北 広 域 振 興 局

水産庁

港湾局

農村振興局

水国土局

林野庁
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玉川漁港海岸

下安家漁港海岸
堀内漁港海岸
沢漁港海岸

野田玉川海岸

米田海岸
土内地区
下村地区

浜山地区

太田名部漁港海岸
宇留部海岸（ 普代浜海岸）

黒崎漁港海岸
弁天漁港海岸

太田名部海岸

白井漁港海岸

机漁港海岸
明戸海岸

北山漁港海岸

槇木沢漁港海岸

島の越漁港海岸
嶋之越海岸

須久洞漁港海岸

平井賀漁港海岸（ 羅賀）
平井賀漁港海岸（ 平井賀）

茂師漁港海岸
小本港
小本海岸
小本漁港海岸

摂待海岸
小堀内漁港海岸（ 摂待）

小堀内漁港海岸（ 小堀内）
小堀内漁港海岸（ 水沢）

青野滝漁港海岸

田老漁港海岸
田老海岸

樫内漁港海岸

小港漁港海岸

宿漁港海岸（ 女遊戸）
松月海岸

日出島漁港海岸（ 日出島）

宮古大沢農地海岸
蛸の浜漁港海岸

日出島漁港海岸（ 大沢）

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№16

宿漁港海岸（ 宿、中浜）

水産庁

港湾局

農村振興局

水国土局

林野庁

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№17

№2図画位置図　

宮古市田老
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№18

№19

№20

№21

№1

№2

№3

№5
№6

№7

№8

№9

№11

№10

北沿岸

南沿岸

№4

神林海岸

白浜(宮古)漁港海岸
高浜海岸

宮古港海岸（ 藤原）
宮古港海岸（ 鍬ヶ崎）
宮古港海岸（ 竜神崎）

赤前海岸
金浜海岸
宮古港海岸（ 高浜）

仲組漁港海岸
音部漁港海岸海岸

浦の沢漁港海岸

重茂漁港海岸

姉吉漁港海岸

千鶏漁港海岸
石浜漁港海岸

浪板地区
吉里吉里漁港海岸

片岸漁港海岸
室浜漁港海岸
大槌漁港海岸

根浜地区
片岸海岸

白浜（ 鵜住居） 漁港海岸
仮宿漁港海岸

宮古港海岸（ 浄土ヶ浜）

箱崎漁港海岸

長林地区
織笠漁港海岸

大沢漁港海岸
山田漁港海岸

白浜（ 釜石） 漁港海岸

佐須漁港海岸
青出浜海岸
釜石港海岸（ 尾崎）

釜石港海岸（ 湾口）

桑の浜漁港海岸
両石漁港海岸

嬉石漁港海岸

釜石漁港海岸

平田漁港海岸

水海海岸

釜石港海岸（ 大平）

釜石港海岸（ 須賀）

釜石港海岸（ 泉）

№9

№10

№18

№20

№21

№1

里海岸

№2

№3

№6

№7

№8

№11

№19

津軽石漁港海岸

川代漁港海岸　 　　 　 　

浦の浜農地海岸
浦の浜地区

小谷鳥農地海岸

船越漁港海岸（ 浦の浜）

船越南海岸

№5

小谷鳥漁港海岸
大浦漁港海岸

船越漁港海岸

宮古港海岸（ 藤の川）

№3図画位置図　

水産庁

港湾局

農村振興局

水国土局

林野庁
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防 護(津 波) 沖合施設（ 離 ：離岸堤、潜 ：潜堤・

防 護(侵 食) 人工リーフ、突 ：突堤・ヘッドランド)

環　境  養 ：養浜、サンドバイパス

利　用 橙字：工事中又は計画を表示

黒字：既設（完成又は暫定完成）を表示

　

海岸で特に重要な観点

白抜きの○は海岸保全区域外と
なる箇所での評価

※　　　　　　　で示す受益範囲は、地盤高が堤防天端高以下となる領域。

海 岸 保 全 施 設

 門 ：水門､樋門､陸閘

 堤 ：堤防、護 ：護岸、壁 ：胸壁

 消 ：消波施設（消波堤、消波工）侵
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津
波

侵
食

計
画
天
端
高

(
現
況
天
端
高
)

計
画
天
端
高

(
現
況
天
端
高
)

津 波
侵 食

洋 野 町

水 ･ 町
○

○
角

浜
漁

港
海

岸

　
汀

線
か

ら
20

0ｍ
程

度
は

平
坦

な
干

出
岩

盤
地

帯
で

、
ウ

ニ
、

ア
ワ

ビ
等

の
宝

庫
と

な
っ

て
い

る
。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

（
 －

 ）
T
.P

＋
4
.1

5
m

（
4
.1

5
m

）
●

●
●

●

● ○ △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
2
.0

ｍ
の

堤
防

を
整

備
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

5
ｍ

の
護

岸
を

整
備

済
み

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

Ｌ
＝

9
0
0
ｍ

護
岸

L
＝

5
6
4
ｍ

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

大
谷

地
海

岸

　
礫

浜
海

岸
で

あ
り

、
背

後
は

農
地

。
ウ

ニ
、

ア
ワ

ビ
、

コ
ン

ブ
漁

等
の

利
便

の
た

め
、

傾
斜

護
岸

と
な

っ
て

い
る

。
海

岸
沿

い
の

松
林

が
美

し
い

。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
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 ）
●

 
●
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保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
礫

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=2

50
ｍ

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

水 ･ 町
○

　
川

尻
漁

港
海

岸
（
平

内
）

　
干

出
岩

盤
が

特
に

発
達

し
て

い
る

海
岸

で
、

ウ
ニ

、
ア

ワ
ビ

、
マ

ツ
モ

等
の

宝
庫

で
あ

る
。

背
後

に
は

種
市

高
校

、
民

家
が

あ
る

。
T
.P

＋
1
2
.0

0
m

（
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T
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＋
4
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5
m

（
4
.1

5
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）
●

●
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津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
2
.0

ｍ
の

堤
防

を
整

備
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

5
ｍ

の
護

岸
を

整
備

済
み

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

=
4
0
0
ｍ

護
岸

L
＝

1
4
0
ｍ

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

平
内

海
岸

　
波

浪
が

激
し

く
、

砂
浜

の
侵

食
が

著
し

い
。

コ
ン

ブ
、

ウ
ニ

、
ア

ワ
ビ

漁
が

中
心

。
サ

ー
フ

ィ
ン

も
盛

ん
に

行
わ

れ
る

。
T
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1
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0
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(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

●

△ ◎ □

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
、

海
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
1
,1

6
0
m

水
門

1
基

陸
閘

3
基

人
工

リ
ー

フ
5
基

（
5
0
0
ｍ

）

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
波

浪
に

よ
る

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

変
位

、
変

形
、

破
損

、
洗

掘
に

留
意

す
る

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

水 ･ 町
○
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漁
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海
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（
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側
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盤
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に

発
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て
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る
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施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
2
.0

ｍ
の

堤
防

、
T
.P

.+
4
.1

5
ｍ

の
護

岸
を

整
備

済
み

。
陸

閘
（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
2
6
0
ｍ

護
岸

L
＝

2
3
0
ｍ

陸
閘

1
基

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

水 ･ 町
○

川
尻

漁
港

海
岸

（
南

側
）

　
干

出
岩

盤
が

特
に

発
達

し
て

い
る

海
岸

で
、

ウ
ニ

、
ア

ワ
ビ

、
マ

ツ
モ

等
の

宝
庫

で
あ

る
。

―
（
 －

 ）
T
.P

＋
4
.1

5
m

（
4
.1

5
m

）
 

●
●

●

○ △ ◎ □

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

5
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
5
0
ｍ

護
岸

L
＝

5
3
0
ｍ

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

種
市

海
岸

　
干

出
岩

盤
が

発
達

し
て

い
る

。
背

後
地

が
高

く
保

全
対

象
家

屋
は

無
い

。
波

浪
が

強
い

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
4
.3

0
m

（
4
.3

0
m

）
 

●
●

 

△ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
3
2
0
m

陸
閘

1
基

　
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
波

浪
に

よ
る

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

変
位

、
変

形
、

破
損

、
洗

掘
に

留
意

す
る

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

指 定 済

要 指 定

１
．

海
岸

の
特

性
防

護

環 境

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：

　
□

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等

２
．
防
護
水
準
（
堤
防
等
の
高
さ
）

利 用

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

海
岸

名

（
地
域
名
・
字
名
や

　
一
般
的
な
呼
称
）

海
岸

保
全

区
域

に
「

指
定

済
」

及
び

「
要

指
定

」
に

〇
印

が
な

い
も

の
：

一
般

公
共

海
岸

な
ど

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

市 町 村 名

湾

海
岸

保
全

区
域

６
.
海

岸
保

全
施
設

整
備

概
要

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

所 管 ・ 管 理 者

５
．
海
岸
管
理
(
整
備
)
目
標

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

12



13



津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

洋 野 町

水 ･ 県
○

種
市

漁
港

海
岸

　
北

側
は

干
出

岩
盤

が
発

達
し

て
い

る
。

家
屋

は
高

台
に

立
地

。
種

市
フ

ィ
ッ

シ
ャ

リ
ー

ナ
は

県
北

地
域

の
海

洋
レ

ジ
ャ

ー
基

地
と

な
っ

て
い

る
。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

、
南

）
T
.P

＋
4
.3

0
m

（
4
.3

0
m

、
北

）
●

●
●

●

● ○ △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
2
.0

ｍ
の

胸
壁

、
T
.P

.+
4
.3

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

済
み

。
水

門
（
自

動
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

胸
壁

Ｌ
＝

9
9
9
ｍ

離
岸

堤
L
＝

1
9
0
ｍ

護
岸

L
＝

1
,2

6
8
m

突
堤

L
＝

2
2
4
ｍ

水
門

5
基

陸
閘

1
1
基

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

礫
浜

の
変

化
に

留
意

洋 野 町

林 ･ 県
鹿

糠
地

区

　
遠

浅
の

岩
礁

帯
が

あ
り

、
礫

浜
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

コ
ン

ブ
、

フ
ノ

リ
漁

、
潜

水
ウ

ニ
漁

等
が

行
わ

れ
て

い
る

。
　

崖
海

岸
の

侵
食

を
防

止
し

県
土

の
保

全
を

図
っ

て
い

る
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

水 ･ 町
　

鹿
糠

漁
港

海
岸

（
鹿

糠
）

　
遠

浅
の

岩
礁

帯
が

あ
り

、
礫

浜
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

コ
ン

ブ
、

フ
ノ

リ
漁

、
潜

水
ウ

ニ
漁

等
が

行
わ

れ
て

い
る

。
T
.P

＋
1
2
.0

0
m

（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
〇

 
〇

 

●
津

波
対

策
施

設
を

整
備

（
新

設
）
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

堤
防

L
=
4
0
0
ｍ

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

玉
川

海
岸

　
前

浜
の

岩
礁

は
採

貝
草

の
好

漁
場

。
波

浪
が

激
し

く
侵

食
が

進
行

。

―
（
 －

 ）
T
.P

＋
6
.0

0
m

(6
.0

0
m

)
 

●
●

 

△ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
2
2
7
m

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
波

浪
に

よ
る

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

変
位

、
変

形
、

破
損

、
洗

掘
に

留
意

す
る

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

水 ･ 町
 

鹿
糠

漁
港

海
岸

（
玉

川
）

　
遠

浅
の

岩
礁

帯
が

あ
り

、
礫

浜
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

コ
ン

ブ
、

フ
ノ

リ
漁

、
潜

水
ウ

ニ
漁

等
が

行
わ

れ
る

。
背

後
は

一
部

高
台

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
 

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

水 ･ 町
戸

類
家

漁
港

海
岸

　
干

出
岩

盤
が

発
達

し
、

コ
ン

ブ
、

フ
ノ

リ
、

ワ
カ

メ
、

ウ
ニ

漁
等

が
行

わ
れ

る
。

周
囲

は
崖

海
岸

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

要 指 定

防
護

環 境

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

市 町 村 名

湾

海
岸

保
全

区
域

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：

　
□

５
．

海
岸

管
理

(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
利 用

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

海
岸

保
全

区
域

に
「

指
定

済
」

及
び

「
要

指
定

」
に

〇
印

が
な

い
も

の
：

一
般

公
共

海
岸

な
ど

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性
指 定 済

所 管 ・ 管 理 者

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

14



15



津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

洋 野 町

水 ･ 町
宿

戸
漁

港
海

岸

　
汀

線
か

ら
2
0
0
ｍ

以
上

が
干

出
岩

盤
で

あ
り

、
ア

ワ
ビ

、
ウ

ニ
、

フ
ノ

リ
漁

等
が

中
心

。
―

（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

○
八

木
海

岸

　
付

近
は

岩
礁

地
帯

で
あ

り
、

背
後

に
は

鉄
道

や
民

家
が

立
地

。
北

港
と

南
港

の
間

に
天

然
の

砂
浜

が
あ

る
。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
、

海
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
2
.0

0
m

と
し

た
胸

壁
を

整
備

す
る

。
胸

壁
L
=
4
2
0
m

陸
閘

2
基

港
湾

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
陸

閘
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・
整

備
を

行
う

。

洋 野 町

水 ･ 町
　

小
子

内
漁

港
海

岸

　
平

坦
な

干
出

岩
盤

が
張

り
出

し
、

ウ
ニ

、
ア

ワ
ビ

、
マ

ツ
モ

等
が

豊
富

。
ウ

ニ
、

ホ
ヤ

の
潜

水
業

も
営

ま
れ

る
。

背
後

は
宅

地
や

耕
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

小
子

内
海

岸

　
岩

礁
海

岸
で

ウ
ニ

、
ア

ワ
ビ

、
ホ

ヤ
の

好
漁

場
。

波
浪

が
激

し
い

。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

△ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
藻

場
な

ど
の

海
域

環
境

に
配

慮
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
1
6
0
m

水
門

1
基

陸
閘

1
基

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
水

門
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・
整

備
を

行
う

。
波

浪
に

よ
る

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

変
位

、
変

形
、

破
損

、
洗

掘
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

坂
下

海
岸

　
崖

海
岸

で
沖

合
は

岩
礁

地
帯

、
ウ

ニ
、

ア
ワ

ビ
、

ホ
ヤ

の
好

漁
場

。
―

（
 －

 ）
（
自

然
海

岸
）

―
（
 －

 ）
 

 
●

●

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
、

海
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
―

日
常

巡
視

を
実

施
し

、
砂

浜
の

地
形

変
化

状
況

を
監

視
す

る
。

洋 野 町

河 ・ 県
○

原
子

内
海

岸

　
原

子
内

川
の

河
口

に
位

置
し

、
広

大
な

砂
浜

で
沖

合
は

岩
礁

帯
。

ウ
ニ

、
ア

ワ
ビ

、
ホ

ヤ
の

好
漁

場
。

ま
た

、
サ

ー
フ

ィ
ン

も
行

わ
れ

て
い

る
。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

△ ◎ □

保
守

点
検

体
制

の
充

実
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

の
実

施
。

砂
浜

景
観

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
1
0
6
m

水
門

1
基

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

河 ・ 県
○

有
家

海
岸

　
遠

浅
の

砂
浜

海
岸

。
背

後
は

山
裾

を
鉄

道
が

走
り

保
全

対
象

家
屋

は
少

な
い

。
南

側
に

有
家

漁
港

が
あ

る
。

―
（
 －

 ）
（
自

然
海

岸
）

―
（
 －

 ）
 

 
●

●

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
、

海
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
―

―
日

常
巡

視
を

実
施

し
、

砂
浜

の
地

形
変

化
状

況
を

監
視

す
る

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

洋 野 町

水 ･ 町
有

家
漁

港
海

岸

　
有

家
川

の
河

口
に

位
置

し
、

港
内

に
は

砂
浜

海
岸

が
あ

る
。

土
砂

堆
積

の
た

め
入

出
港

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
が

あ
る

。
河

口
部

に
サ

ケ
ふ

化
場

が
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

利
用

対
応

：
　

□

湾

海
岸

保
全

区
域

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

海
岸

保
全

区
域

に
「

指
定

済
」

及
び

「
要

指
定

」
に

〇
印

が
な

い
も

の
：

一
般

公
共

海
岸

な
ど

所 管 ・ 管 理 者

環
境

対
応

：
　

◎

利 用

指 定 済

要 指 定

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
４

.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名
環 境

５
．

海
岸

管
理

(
整

備
)
目

標
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

防
護

16
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

洋 野 町

水 ･ 町

高
家

漁
港

海
岸

（
一

ツ
釜

）

　
天

然
の

岩
礁

を
利

用
し

た
小

港
で

、
水

深
が

深
い

。
サ

ケ
定

置
、

カ
レ

イ
、

メ
バ

ル
漁

等
が

中
心

。
周

囲
は

崖
海

岸
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

水 ･ 町

高
家

漁
港

海
岸

（
小

波
浜

）

　
天

然
の

岩
礁

を
利

用
し

た
小

港
で

、
水

深
が

深
い

。
サ

ケ
定

置
、

カ
レ

イ
、

メ
バ

ル
漁

等
が

中
心

。
周

囲
は

崖
海

岸
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

洋 野 町

水 ･ 町

高
家

漁
港

海
岸

（
高

家
）

　
天

然
の

岩
礁

を
利

用
し

た
小

港
で

、
水

深
が

深
い

。
サ

ケ
定

置
、

カ
レ

イ
、

メ
バ

ル
漁

等
が

中
心

。
周

囲
は

崖
海

岸
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市
桑

畑
漁

港
海

岸

　
岩

礁
地

帯
に

開
け

た
小

港
で

、
景

観
が

良
い

。
サ

ケ
定

置
、

刺
網

漁
が

中
心

。
周

囲
は

す
べ

て
崖

海
岸

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市

田
子

の
木

漁
港

海
岸

　
岩

礁
地

帯
の

岩
場

の
中

に
船

だ
ま

り
が

形
成

さ
れ

い
て

い
る

。
サ

ケ
定

置
網

、
刺

網
、

か
ご

漁
等

が
主

体
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市

川
津

内
漁

港
海

岸
（
前

浜
）

　
岩

礁
地

帯
に

船
だ

ま
り

が
形

成
さ

れ
、

定
置

網
、

刺
網

漁
が

主
体

。
周

囲
は

す
べ

て
崖

海
岸

。
集

落
は

離
れ

た
台

地
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市

川
津

内
漁

港
海

岸
（
川

津
内

）

　
岩

礁
地

帯
に

船
だ

ま
り

が
形

成
さ

れ
、

定
置

網
、

刺
網

漁
が

主
体

。
周

囲
は

す
べ

て
崖

海
岸

。
集

落
は

離
れ

た
台

地
に

立
地

。
岩

場
に

囲
ま

れ
た

海
水

プ
ー

ル
は

人
気

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市
横

沼
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

の
小

入
江

を
利

用
し

た
漁

港
で

、
サ

ケ
の

定
置

網
、

刺
網

漁
が

主
体

。
周

囲
は

す
べ

て
崖

海
岸

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

利
用

対
応

：
　

□

湾

海
岸

保
全

区
域

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

　
△

保
守

点
検

等

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

海
岸

保
全

区
域

に
「

指
定

済
」

及
び

「
要

指
定

」
に

〇
印

が
な

い
も

の
：

一
般

公
共

海
岸

な
ど

所 管 ・ 管 理 者

環
境

対
応

：
　

◎

利 用

指 定 済

要 指 定

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
４

.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

環 境

５
．

海
岸

管
理

(
整

備
)
目

標
防

護

18



19



津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

久 慈 市

水 ・ 市
白

前
漁

港
海

岸

　
岩

礁
地

帯
の

小
入

江
を

利
用

し
た

漁
港

で
、

サ
ケ

定
置

、
刺

網
漁

が
主

体
。

周
囲

は
す

べ
て

崖
海

岸
。

集
落

は
離

れ
た

高
台

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市
麦

生
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

に
立

地
す

る
小

港
で

、
サ

ケ
定

置
、

刺
網

漁
等

が
主

体
。

集
落

は
離

れ
た

高
台

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

林 ･ 県

久 慈 湾
麦

生
地

区

　
地

す
べ

り
防

止
区

域
の

末
端

部
に

位
置

し
、

波
浪

等
に

よ
る

海
岸

侵
食

を
防

止
し

て
、

地
す

べ
り

活
動

を
抑

え
て

い
る

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
6
.0

0
m

(6
.0

0
m

)
○

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

の
実

施
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
4
9
4
m

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

礫
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

20
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

久 慈 市

港 ・ 県

久 慈 湾
○

久
慈

港
海

岸
（
半

崎
）

　
切

り
立

っ
た

海
岸

線
で

、
埋

立
地

に
石

油
備

蓄
基

地
が

立
地

。
北

側
に

は
地

下
坑

道
を

利
用

し
た

水
族

館
が

あ
る

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
5
.5

0
m

(5
.5

0
m

)
 

●
●

●

△ ◎ □

保
守

点
検

体
制

の
充

実
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

の
実

施
。

海
岸

及
び

港
湾

施
設

周
辺

の
環

境
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
の

質
の

高
い

海
岸

整
備

を
検

討
し

推
進

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

憩
い

の
場

の
確

保
、

海
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

性
を

改
善

・
向

上
さ

せ
る

。

護
岸

L
=
7
3
0
ｍ

離
岸

堤
L
=
2
3
8
ｍ

湾
全

体
の

防
護

及
び

利
用

を
推

進
す

る
た

め
湾

口
防

波
堤

の
早

期
整

備
に

努
め

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

異
常

気
象

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

久 慈 市

水 ・ 市

久 慈 湾
○

久
慈

湊
漁

港
海

岸

　
久

慈
川

河
口

を
利

用
し

た
河

口
港

で
、

定
置

網
や

採
藻

業
が

主
体

。
近

く
に

水
族

館
が

あ
る

。
T
.P

＋
8
.0

0
m

(8
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

8
.0

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
水

門
（
自

動
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
1
,2

3
9
ｍ

水
門

4
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

久 慈 市

港 ・ 県

久 慈 湾
○

久
慈

港
海

岸
（
諏

訪
下

）

　
か

つ
て

は
白

砂
青

松
の

海
岸

で
あ

っ
た

が
、

港
湾

機
能

拡
充

の
た

め
埋

立
て

。
背

後
は

市
街

地
。

T
.P

＋
8
.0

0
m

(7
.3

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

 

△ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

の
実

施
。

海
岸

及
び

港
湾

施
設

周
辺

の
環

境
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
2
,7

7
6
ｍ

陸
閘

1
0
基

離
岸

堤
３

基
（
L
=
3
9
5
ｍ

）

湾
全

体
の

防
護

及
び

利
用

を
推

進
す

る
た

め
湾

口
防

波
堤

の
早

期
整

備
に

努
め

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
波

浪
に

よ
る

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

変
位

、
変

形
、

破
損

、
洗

掘
に

留
意

す
る

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

久 慈 市

港 ・ 県

久 慈 湾
○

久
慈

港
海

岸
（
玉

の
脇

）

　
大

部
分

が
崖

海
岸

。
背

後
は

道
路

、
民

家
等

で
あ

る
が

保
全

対
象

は
少

な
い

。
―

（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
●

 

◎
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
―

背
後

に
道

路
が

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

22



23



津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

久 慈 市

水 ・ 市

久 慈 湾
舟

渡
漁

港
海

岸

　
砂

浜
海

岸
と

崖
海

岸
か

ら
な

り
、

砂
浜

は
海

水
浴

場
と

し
て

利
用

。
過

去
の

山
林

火
災

を
教

訓
に

防
災

空
地

を
整

備
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

港 ・ 県

久 慈 湾
○

久
慈

港
海

岸
（
湾

口
）

　
津

波
か

ら
の

生
命

・
財

産
防

護
、

港
内

静
穏

度
向

上
に

よ
る

安
全

な
岸

壁
荷

役
、

荒
天

時
の

避
泊

水
域

の
確

保
の

た
め

、
全

長
3
8
0
0
ｍ

の
湾

口
防

波
堤

を
直

轄
で

整
備

中
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

● △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
か

ら
の

防
護

を
確

保
す

る
。

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
適

正
な

施
設

の
維

持
管

理
を

実
施

す
る

。
海

域
環

境
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

.+
5
.8

～
7
.1

m
と

し
た

防
波

堤
を

整
備

す
る

。
防

波
堤

L
=
3
,8

0
0
ｍ

背
後

地
域

や
湾

全
体

の
防

護
及

び
港

の
利

用
を

推
進

す
る

た
め

、
湾

口
防

波
堤

の
整

備
促

進
を

図
る

。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ・ 市

久 慈 湾
○

小
袖

漁
港

海
岸

（
小

袖
）

　
点

在
す

る
岩

礁
が

好
漁

場
を

形
成

し
て

お
り

、
ウ

ニ
採

り
の

「
北

限
の

海
女

」
で

有
名

。
周

囲
は

崖
海

岸
、

港
内

に
砂

浜
が

有
る

。
T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
0
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
2
.0

ｍ
の

胸
壁

を
整

備
す

る
。

水
門

（
遠

隔
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

胸
壁

L
=
2
6
4
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

1
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

24
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

久 慈 市

水 ・ 市

久 慈 湾

小
袖

漁
港

海
岸

（
三

崎
）

　
崖

海
岸

に
立

地
す

る
小

港
で

、
刺

網
漁

や
採

貝
藻

業
が

主
体

。
集

落
は

離
れ

た
高

台
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

久 慈 市

水 ･ 県

野 田 湾
○

久
喜

漁
港

海
岸

　
東

側
は

山
地

が
接

近
し

、
西

側
に

集
落

が
密

集
。

港
内

に
は

砂
浜

が
多

い
。

T
.P

＋
1
4
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

●

● ○ △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
4
.0

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
水

門
（
自

動
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
7
4
0
ｍ

護
岸

L
=
6
5
7
m

離
岸

堤
L
＝

3
1
1
ｍ

潜
堤

L
=
1
3
2
m

水
門

2
基

陸
閘

5
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

野 田 村

河 ・ 県

野 田 湾
○

広
内

海
岸

　
砂

浜
海

岸
で

、
背

後
に

は
県

道
が

走
る

。
砂

浜
は

コ
ン

ブ
の

干
場

と
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

。

T
.P

＋
1
4
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

●

● 　 ○ △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
海

岸
保

全
に

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
4
.0

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
2
0
5
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

1
基

離
岸

堤
１

基
（
1
7
6
ｍ

）

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

野 田 村

水 ･ 県

野 田 湾
野

田
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

に
立

地
す

る
漁

港
で

、
定

置
網

、
ワ

カ
メ

漁
等

が
主

体
。

南
側

に
は

宇
部

川
河

口
が

あ
り

砂
浜

が
広

が
る

。
集

落
は

離
れ

た
所

に
あ

る
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

26
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

野 田 村

農 ・ 県

野 田 湾
○

野
田

農
地

海
岸

　
宇

部
川

の
河

口
に

位
置

し
、

前
浜

は
砂

浜
海

岸
で

背
後

は
農

地
。

　
前

面
に

は
、

水
国

土
局

所
管

の
野

田
海

岸
が

位
置

す
る

。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

、
施

設
の

安
定

を
確

保
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
6
7
2
m

水
門

１
門

陸
閘

１
門

避
難

路
、

避
難

場
所

、
避

難
誘

導
対

策
へ

の
ソ

フ
ト

面
の

充
実

に
よ

り
対

処
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

野 田 村

河 ・ 県

野 田 湾
○

○
野

田
海

岸
（
十

府
ケ

浦
海

岸
）

　
県

内
最

大
級

の
砂

浜
海

岸
（
十

府
ケ

浦
）
が

あ
る

。
ま

た
、

海
岸

散
策

の
場

と
し

て
も

よ
く
利

用
さ

れ
る

。
波

浪
は

高
い

。

北
側

：
T
.P

＋
1
4
.0

0
m

（
 －

 ）
南

側
：

T
.P

.+
7
.8

0
m

(7
.8

0
m

)

―
（
 －

 ）
●

●
●

●

● 　 ○ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
海

岸
保

全
に

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
希

少
植

物
の

移
植

や
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。

(北
側

)天
端

高
を

T
.P

+
1
4
.0

0m
と

し
た

堤
防

を
整

備
す

る
。

(南
側

)施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
5
0
0
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

2
基

希
少

植
物

等
の

生
態

系
へ

の
配

慮
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

野 田 村

林 ・ 県

野 田 湾
　

　
野

田
地

区
（
前

浜
）

　
堤

防
前

面
に

は
砂

浜
海

岸
（
十

府
ケ

浦
）
が

あ
る

。
堤

防
背

後
の

潮
害

防
備

保
安

林
と

併
せ

て
野

田
村

市
街

地
等

を
潮

の
害

か
ら

保
全

し
て

い
る

。

T
.P

.+
1
4
.0

0
m

（
1
0
.3

0
m

、
一

部
1
2
.0

0
m

）

―
（
 －

 ）
○

○
○

● ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
4
.0

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
1
,3

3
9
ｍ

避
難

路
、

避
難

場
所

、
避

難
誘

導
対

策
へ

の
ソ

フ
ト

面
の

充
実

を
図

る
。

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

28
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現
況
天
端
高
)

計
画

天
端

高
(
現
況
天
端
高
)

津 波
侵 食

野 田 村

河 ・ 県

野 田 湾
○

　
米

田
海

岸

　
砂

浜
海

岸
と

崖
海

岸
か

ら
成

り
、

砂
浜

は
「
砂

ま
つ

り
」

会
場

や
海

水
浴

等
に

利
用

さ
れ

る
。

南
側

で
侵

食
が

進
行

。

T
.P

＋
1
4
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

●

● 　 ○ △ □ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
海

岸
保

全
に

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。

天
端

高
を

T
.P

+
1
4
.0

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
7
79

ｍ
水

門
1
基

陸
閘

1
基

離
岸

堤
4
基

（
L
=
=
3
7
2
ｍ

）

希
少

植
物

等
の

生
態

系
に

配
慮

す
る

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

野 田 村

林 ・ 県

野 田 湾
土

内
地

区

　
崖

海
岸

の
侵

食
を

防
止

し
県

土
の

保
全

を
図

っ
て

い
る

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
5
.9

0
m

( 
5
.9

0
m

)
○

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
1
16

m
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

野 田 村

林 ・ 県

野 田 湾
下

村
地

区

　
崖

海
岸

の
侵

食
を

防
止

し
県

土
の

保
全

を
図

っ
て

い
る

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
5
.9

0
m

( 
5
.9

0
m

)
○

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
8
3m

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

野 田 村

水 ･ 村

野 田 湾
○

玉
川

漁
港

海
岸

　
崖

海
岸

の
中

の
玉

川
河

口
に

立
地

す
る

漁
港

で
、

定
置

網
、

ワ
カ

メ
漁

等
が

主
体

。
集

落
は

背
後

の
丘

陵
地

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
T
.P

＋
5
.8

0
m

（
5
.8

0
m

）
 

●
●

●

○ △ ◎ □

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
5
.8

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

済
み

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

護
岸

L
＝

28
0
ｍ

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

野 田 村

河 ・ 県

野 田 湾
○

野
田

玉
川

海
岸

　
玉

川
漁

港
の

背
後

に
位

置
し

、
玉

川
に

水
門

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
背

後
は

農
地

や
民

家
。

T
.P

＋
1
2
.0

0
m

(1
2
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

△ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
4
9ｍ

水
門

1
基

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

野 田 村

林 ・ 県

野 田 湾
浜

山
地

区

　
崖

海
岸

の
侵

食
を

防
止

し
県

土
の

保
全

を
図

っ
て

い
る

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
5
.2

0
m

（
5
.2

0
m

）
○

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
2
20

m
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。

野 田 村

水 ･ 村

野 田 湾
○

下
安

家
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

の
中

の
安

家
川

の
河

口
に

位
置

し
て

い
る

。
定

置
網

、
ワ

カ
メ

漁
等

が
主

体
。

河
口

部
に

サ
ケ

、
マ

ス
ふ

化
場

が
あ

る
。

T
.P

＋
1
4
.0

0
m

( 
－

 )
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
4
.0

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
4
10

m
水

門
1
基

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
５

年
に

１
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

普 代 村

水 ･ 県

野 田 湾
○

○
堀

内
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

の
中

に
立

地
す

る
漁

港
で

、
港

内
は

岩
礁

帯
。

集
落

は
大

部
分

が
高

台
に

立
地

。
―

（
 －

 ）
T
.P

＋
9
.3

0
m

( 
9
.3

0
m

 )
 

●
●

●

○ △ ◎ □

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
9
.3

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

済
み

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

護
岸

L
=
1
08

m
磯

浜
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

業
者

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1

回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

普 代 村

水 ･ 村

野 田 湾
○

沢
漁

港
海

岸

　
沢

川
の

河
口

に
位

置
し

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
が

主
体

。
周

囲
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

集
落

は
高

台
に

立
地

。

T
.P

＋
1
5
.5

0
m

( 
－

 )
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
礫

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ
．

Ｐ
．

＋
1
5
.5

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
6
0ｍ

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
５

年
に

１
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　

△
保

守
点

検
等

利 用

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地
域
名
・
字
名
や

　
一
般
的
な
呼
称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．
防
護
水
準
（
堤
防
等
の
高
さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

30



31



津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

普 代 村

水 ･ 村
 

白
井

漁
港

海
岸

　
崖

海
岸

の
中

の
小

入
江

を
利

用
し

た
漁

港
で

、
付

近
一

帯
は

男
性

的
な

海
岸

美
を

誇
っ

て
い

る
。

集
落

は
離

れ
た

高
台

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

〇
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

普 代 村

河 ・ 県
○

宇
留

部
海

岸
（
普

代
浜

海
岸

）

　
普

代
川

の
河

口
に

位
置

し
、

前
浜

（
普

代
浜

）
は

砂
浜

、
両

岸
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

海
水

浴
や

キ
ャ

ン
プ

に
利

用
さ

れ
、

白
砂

と
赤

松
が

美
し

い
。

T
.P

＋
1
5
.5

0
m

(1
5
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

△ □ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

憩
い

の
場

の
確

保
、

海
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

性
を

改
善

・
向

上
さ

せ
る

。

堤
防

L
=
9
5
8
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

2
基

当
面

は
、

避
難

路
、

安
全

情
報

施
設

な
ど

の
ソ

フ
ト

面
の

充
実

に
よ

り
対

処
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

普 代 村

水 ･ 県
○

太
田

名
部

漁
港

海
岸

　
崖

海
岸

の
中

に
立

地
す

る
漁

港
で

、
定

置
網

、
ワ

カ
メ

漁
等

が
中

心
。

T
.P

＋
1
5
.5

0
m

( 
－

 )
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
岩

礁
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
5
.5

0
m

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

1
8
0
m

陸
閘

1
基

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

普 代 村

河 ・ 県
○

太
田

名
部

海
岸

　
太

田
名

部
漁

港
の

背
後

に
位

置
。

T
.P

＋
1
5
.5

0
m

(1
5
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

△ □ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
施

設
の

保
全

に
努

め
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
1
5
5
ｍ

水
門

2
基

陸
閘

1
基

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

普 代 村

水 ･ 村
黒

崎
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

の
中

の
小

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
等

が
中

心
。

付
近

一
帯

は
海

岸
段

丘
が

連
な

る
景

勝
地

。
集

落
は

離
れ

た
場

所
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

〇
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

普 代 村

水 ･ 村
弁

天
漁

港
海

岸

　
山

間
部

に
開

け
た

小
港

で
、

ワ
カ

メ
漁

等
が

主
体

。
景

観
が

よ
く
、

キ
ャ

ン
プ

場
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

集
落

は
離

れ
た

場
所

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

〇
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

32



33



津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

田 野 畑 村

水 ･ 村
北

山
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

の
中

に
立

地
す

る
が

、
前

浜
は

砂
浜

と
な

っ
て

い
る

。
付

近
一

帯
は

断
崖

絶
壁

の
景

勝
地

で
あ

る
。

コ
ン

ブ
漁

等
が

中
心

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

田 野 畑 村

水 ･ 村
机

漁
港

海
岸

　
山

間
地

に
開

け
た

小
港

で
、

周
囲

は
崖

海
岸

か
ら

成
る

が
砂

浜
も

あ
る

。
集

落
は

離
れ

た
所

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

田 野 畑 村

河 ・ 県
○

明
戸

海
岸

　
明

戸
川

の
河

口
に

位
置

す
る

砂
浜

海
岸

で
、

両
岸

は
崖

海
岸

と
な

っ
て

い
る

。
周

囲
は

海
食

崖
が

発
達

し
景

観
は

良
好

。
T
.P

＋
1
2
.0

0
m

（
9
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

 

● ○ △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
海

岸
保

全
に

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
2
.0

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
3
4
6
ｍ

人
工

リ
ー

フ
2
基

（
L
=
2
7
6
ｍ

）
サ

ケ
の

稚
魚

放
流

時
期

の
濁

水
流

出
防

止
や

希
少

植
物

の
移

植
等

、
環

境
及

び
生

態
系

に
配

慮
し

て
計

画
・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

34
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

田 野 畑 村

水 ･ 村
○

平
井

賀
漁

港
海

岸
（
羅

賀
）

　
崖

海
岸

の
小

入
江

を
利

用
し

た
漁

港
で

、
背

後
に

は
家

屋
が

密
集

。
砂

浜
も

あ
り

景
勝

地
と

な
っ

て
い

て
観

光
客

も
多

い
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

◎ ●
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

環
境

整
備

を
進

め
快

適
な

親
水

エ
リ

ア
を

創
設

す
る

。

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
―

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
随

時
点

検
及

び
５

年
に

１
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

田 野 畑 村

水 ･ 村
○

○
平

井
賀

漁
港

海
岸

（
平

井
賀

）

　
平

井
賀

川
の

河
口

に
位

置
し

、
周

囲
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
が

、
港

内
に

は
砂

浜
も

あ
り

海
水

浴
場

と
な

っ
て

い
る

。

T
.P

＋
1
4
.3

0
m

(7
.3

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
4
.3

ｍ
の

堤
防

を
整

備
す

る
。

水
門

（
遠

隔
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
＝

3
8
5
ｍ

水
門

１
基

陸
閘

3
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

田 野 畑 村

水 ･ 県
○

島
の

越
漁

港
海

岸

　
周

囲
は

崖
海

岸
で

あ
る

が
、

砂
浜

は
海

水
浴

に
利

用
さ

れ
る

。
背

後
は

住
宅

密
集

地
。

観
光

船
が

就
航

。

T
.P

＋
1
4
.3

0
m

(7
.3

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

、
海

浜
の

保
全

に
努

め
る

。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
4
.3

ｍ
の

堤
防

を
整

備
す

る
。

水
門

（
遠

隔
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
4
6
0
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

3
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

田 野 畑 村

河 ・ 県
○

嶋
之

越
海

岸

　
島

の
越

漁
港

の
南

に
位

置
し

、
背

後
は

民
家

が
密

集
。

T
.P

＋
1
4
.3

0
m

(1
4
.3

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

△ ◎

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
施

設
の

安
定

を
確

保
す

る
。

現
状

の
海

岸
環

境
の

継
承

す
る

。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
6
5
ｍ

水
門

１
基

陸
閘

１
基

水
門

・
陸

閘
に

つ
い

て
は

、
島

の
越

漁
港

海
岸

と
連

携
し

た
集

中
管

理
を

図
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

田 野 畑 村

水 ･ 村
槇

木
沢

漁
港

海
岸

　
槇

木
沢

の
河

口
に

位
置

し
、

ワ
カ

メ
、

コ
ン

ブ
漁

等
が

主
体

。
周

囲
は

崖
海

岸
で

あ
る

が
前

浜
は

砂
利

浜
と

な
っ

て
い

る
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

岩 泉 町

水 ･ 町
須

久
洞

漁
港

海
岸

　
断

崖
の

隙
間

の
天

然
の

砂
浜

を
利

用
し

た
漁

港
で

、
集

落
は

離
れ

た
場

所
に

立
地

。
車

の
入

れ
る

ア
ク

セ
ス

道
路

は
な

い
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

36
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

岩 泉 町

水 ･ 町
○

小
本

漁
港

海
岸

　
県

内
で

は
珍

し
い

川
を

利
用

し
た

河
川

港
で

あ
る

。

T
.P

＋
1
2
.6

9
m

(沈
下

後
高

さ
)

(1
2
.6

9
m

)

―
（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
2
.6

9
ｍ

の
堤

防
を

整
備

済
み

。
水

門
（
遠

隔
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

済
み

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
5
0
0
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

2
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

岩 泉 町

河 ・ 県
○

小
本

海
岸

　
小

本
川

の
河

口
に

位
置

す
る

砂
浜

海
岸

。
背

後
に

は
民

家
が

立
地

。
前

浜
は

港
湾

区
域

と
な

っ
て

い
る

。

T
.P

＋
1
2
.6

9
m

(沈
下

後
高

さ
)

(1
2
.6

9
m

)

―
（
 －

 ）
●

 
 

 

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
施

設
の

安
定

を
確

保
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
4
0
0
ｍ

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

岩 泉 町

港 ・ 県
小

本
港

　
小

本
川

の
河

口
に

位
置

し
、

現
在

は
砂

浜
海

岸
と

な
っ

て
い

る
が

、
港

湾
機

能
拡

充
の

た
め

の
防

波
堤

、
埠

頭
整

備
等

に
よ

り
砂

浜
は

無
く
な

る
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
●

◎
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

憩
い

の
場

の
確

保
、

海
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

性
を

改
善

・
向

上
さ

せ
る

。
―

―

岩 泉 町

水 ･ 県
○

茂
師

漁
港

海
岸

　
崖

海
岸

の
入

江
を

利
用

し
た

漁
港

で
、

集
落

は
高

台
に

立
地

。
茂

師
竜

の
化

石
産

地
で

あ
り

、
景

勝
地

。
T
.P

＋
1
6
.0

0
m

(1
0
.3

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
6
.0

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
水

門
（
自

動
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
6
5
ｍ

水
門

1
基

磯
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

宮 古 市

水 ･ 市

小
堀

内
漁

港
海

岸
（
摂

待
）

　
摂

待
川

の
河

口
に

位
置

す
る

漁
港

で
、

河
口

部
に

石
浜

が
あ

る
が

、
周

囲
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

集
落

は
漁

港
か

ら
離

れ
た

所
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

河 ・ 県
○

摂
待

海
岸

　
小

掘
内

漁
港

の
背

後
に

位
置

し
、

砂
浜

と
崖

の
景

観
が

よ
い

。
サ

ケ
が

遡
上

す
る

。

T
.P

＋
1
4
.7

0
m

(1
3
.7

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

● △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
施

設
の

安
定

を
確

保
す

る
。

サ
ケ

な
ど

の
生

態
系

に
配

慮
す

る
。

堤
防

天
端

高
を

T
.P

.+
1
4
.7

0m
と

し
た

堤
防

を
整

備
す

る
。

堤
防

L
=
1
2
8
m

水
門

１
基

サ
ケ

の
増

殖
河

川
で

あ
り

、
環

境
及

び
生

態
系

に
配

慮
し

て
計

画
・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

水 ･ 市

小
堀

内
漁

港
海

岸
（
水

沢
）

　
天

然
の

入
江

を
利

用
し

た
漁

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
が

中
心

。
周

囲
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

集
落

は
漁

港
か

ら
離

れ
た

所
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

水 ･ 市

小
堀

内
漁

港
海

岸
（
小

堀
内

）

　
天

然
の

入
江

を
利

用
し

た
漁

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
が

中
心

。
周

囲
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

集
落

は
漁

港
か

ら
離

れ
た

所
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

水 ･ 市
青

野
滝

漁
港

海
岸

　
青

野
滝

川
の

河
口

に
位

置
す

る
港

で
、

ワ
カ

メ
、

コ
ン

ブ
漁

が
主

体
。

崖
海

岸
と

砂
浜

海
岸

か
ら

成
る

。
集

落
は

離
れ

た
高

台
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

40
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

宮 古 市

水 ･ 市
小

港
漁

港
海

岸

　
半

島
先

端
部

の
崖

海
岸

に
位

置
す

る
が

、
砂

浜
も

あ
り

、
海

水
浴

等
に

利
用

さ
れ

る
。

ワ
カ

メ
、

コ
ン

ブ
漁

が
主

体
。

集
落

は
離

れ
た

と
こ

ろ
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

河 ・ 県
○

田
老

海
岸

　
田

老
漁

港
の

背
後

に
位

置
し

、
背

後
に

は
国

道
や

人
家

等
あ

り
。

T
.P

＋
1
0
.0

0
m

(1
0
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

△ □

保
守

点
検

体
制

の
充

実
や

、
防

護
・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
漁

業
関

連
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・
確

保
す

る
。

避
難

ル
ー

ト
の

改
善

・
向

上
を

図
る

。

堤
防

L
=
1
,3

4
5
m

陸
閘

1
基

樋
門

2
基

防
災

計
画

に
配

慮
し

た
避

難
路

ル
ー

ト
の

確
保

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

水 ･ 県
○

田
老

漁
港

海
岸

　
サ

ケ
の

遡
上

す
る

田
代

川
の

河
口

に
立

地
す

る
島

式
漁

港
。

背
後

は
家

屋
密

集
地

。
田

老
町

の
中

心
港

。
田

代
川

河
口

右
岸

側
の

侵
食

が
進

ん
で

い
る

。
T
.P

＋
1
4
.7

0
m

(1
0
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
4
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
水

門
（
遠

隔
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

1
,2

6
0
ｍ

水
門

4
基

陸
閘

4
基

砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

水 ･ 市
樫

内
漁

港
海

岸

　
崖

海
岸

の
中

の
小

入
江

を
利

用
し

た
小

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
等

が
中

心
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

宮 古 市

河 ・ 県
○

松
月

海
岸

　
前

浜
は

砂
浜

、
周

囲
は

崖
海

岸
で

風
光

明
媚

。
地

元
的

な
海

岸
で

海
水

浴
の

穴
場

と
な

っ
て

い
る

。
波

は
高

い
。

―
( 

－
 )

（
自

然
海

岸
）

―
（
 －

 ）
 

 
●

◎
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
―

―
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

環
境

破
壊

行
為

が
行

な
わ

れ
て

い
な

い
か

に
留

意
す

る
。

宮 古 市

水 ・ 市
○

宿
漁

港
海

岸
（
女

遊
戸

）

　
崖

海
岸

の
中

に
立

地
す

る
漁

港
で

、
港

内
は

砂
浜

海
岸

と
な

っ
て

い
る

。
海

水
浴

客
が

多
い

。
T
.P

＋
1
4
.7

0
m

(1
1
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
4
.7

0
ｍ

の
胸

壁
を

整
備

す
る

。
水

門
（
自

動
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

胸
壁

L
=
2
1
8
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

1
基

・
砂

浜
の

保
全

に
努

め
る

。
・
漁

業
者

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

水 ・ 市

宿
漁

港
海

岸
（
宿

、
中

浜
）

　
崖

海
岸

の
中

に
立

地
す

る
漁

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
が

主
体

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

○
○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

水 ・ 市

日
出

島
漁

港
海

岸
（
日

出
島

）

　
周

辺
は

岩
礁

帯
で

あ
り

、
ホ

ヤ
、

ワ
カ

メ
、

ア
ワ

ビ
、

ウ
ニ

漁
が

営
ま

れ
る

。
近

傍
の

日
出

島
や

ロ
ー

ソ
ク

岩
等

は
観

光
地

と
し

て
有

名
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

水 ・ 市

日
出

島
漁

港
海

岸
（
大

沢
）

　
周

辺
は

岩
礁

帯
で

あ
り

、
ホ

ヤ
、

ワ
カ

メ
、

ア
ワ

ビ
、

ウ
ニ

漁
が

営
ま

れ
る

。
近

傍
の

日
出

島
や

ロ
ー

ソ
ク

岩
等

は
観

光
地

と
し

て
有

名
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

農 ・ 県
○

宮
古

大
沢

農
地

海
岸

　
日

出
島

漁
港

の
背

後
に

位
置

し
、

前
浜

は
礫

や
砂

か
ら

成
る

。

T
.P

＋
1
4
.7

0
m

(1
3
.7

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

● △

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

、
施

設
の

安
定

を
確

保
す

る
。

堤
防

天
端

高
を

T
.P

+
1
4
.7

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
1
1
8
ｍ

水
門

１
門

陸
閘

１
門

避
難

路
、

避
難

場
所

、
避

難
誘

導
対

策
へ

の
ソ

フ
ト

面
の

充
実

に
よ

り
対

処
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

水 ・ 市
蛸

の
浜

漁
港

海
岸

　
浄

土
ヶ

浜
の

裏
側

に
位

置
し

、
景

勝
地

の
中

に
あ

る
港

と
な

っ
て

い
る

。
港

内
に

は
ま

と
ま

っ
た

砂
浜

海
岸

が
あ

る
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど
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45



津
波

侵
食

計
画
天
端
高

(
現
況
天
端
高
)

計
画
天
端
高

(
現
況
天
端
高
)

津 波
侵 食

宮 古 市

港 ・ 県

宮 古 湾

宮
古

港
海

岸
（
浄

土
ヶ

浜
）

　
観

光
地

浄
土

ヶ
浜

に
隣

接
し

て
お

り
、

観
光

船
の

発
着

場
と

も
な

っ
て

い
る

。
崖

海
岸

と
礫

海
岸

か
ら

成
る

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

◎
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
憩

い
の

場
の

確
保

、
海

辺
へ

の
ア

ク
セ

ス
性

を
改

善
・
向

上
さ

せ
る

。

―
―

宮 古 市

港 ・ 県

宮 古 湾

宮
古

港
海

岸
（
竜

神
崎

）

　
崖

海
岸

か
ら

な
り

、
背

後
は

山
林

。
保

全
対

象
は

な
い

。
―

（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

◎
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

現
状

の
海

岸
環

境
を

継
承

す
る

。
―

―

宮 古 市

港 ・ 県

宮 古 湾
○

宮
古

港
海

岸
（
鍬

ヶ
崎

）

　
閉

伊
川

河
口

の
左

岸
側

に
位

置
し

、
背

後
に

は
道

路
・

民
家

が
あ

り
工

場
等

も
立

地
。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

( 
－

 )
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

● △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
・
景

観
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
を

T
.P

+1
0.

40
m

と
し

た
胸

壁
を

整
備

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
に

あ
る

施
設

利
用

者
の

た
め

避
難

路
を

整
備

す
る

。

胸
壁

L
=
1
,6

2
8
m

陸
閘

9
基

避
難

路
１

箇
所

（L
=4

0ｍ
）

港
湾

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

港 ・ 県

宮 古 湾
○

宮
古

港
海

岸
（
藤

原
）

　
か

つ
て

は
前

面
が

砂
浜

で
あ

っ
た

が
、

港
湾

機
能

の
拡

充
に

よ
り

埋
立

て
。

背
後

は
工

業
用

地
や

市
街

地
。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

● △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
・
景

観
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
を

T
.P

+1
0.

40
m

と
し

た
胸

壁
を

整
備

す
る

。
周

辺
施

設
利

用
者

の
た

め
避

難
路

を
整

備
す

る
。

胸
壁

L
=
3
,4

2
1
m

陸
閘

1
1
基

避
難

路
1箇

所
（L

=7
80

ｍ
）

漂
流

物
防

止
施

設
L
=1

,0
8
0
ｍ

港
湾

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

河 ・ 県

宮 古 湾
○

神
林

海
岸

　
宮

古
港

神
林

地
区

の
背

後
に

位
置

し
、

背
後

に
は

国
道

や
人

家
等

あ
り

。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
の

質
の

高
い

海
岸

整
備

を
検

討
し

推
進

す
る

。

天
端

高
を

T
.P

+1
0.

40
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
周

辺
施

設
利

用
者

等
の

た
め

避
難

路
を

整
備

す
る

。

堤
防

L
=
7
2
1
m

水
門

1
基

避
難

路
1箇

所
（L

=1
23

ｍ
）

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

港 ・ 県

宮 古 湾
○

宮
古

港
海

岸
（
藤

の
川

）

　
　

宮
古

湾
中

央
付

近
西

側
に

位
置

し
、

砂
浜

海
岸

と
な

っ
て

い
る

。
背

後
は

道
路

。
海

水
浴

場
と

し
て

の
利

用
も

あ
る

。
T
.P

＋
1
0
.4

0
m

( 
－

 )
―

（
 －

 ）
●

●
●

●

● 〇 △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
（
新

設
）
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
海

岸
保

全
に

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
す

る
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
の

質
の

高
い

海
岸

整
備

を
検

討
し

推
進

す
る

。

天
端

高
を

T
.P

+1
0.

40
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
憩

い
の

場
の

確
保

、
海

辺
へ

の
ア

ク
セ

ス
性

を
確

保
す

る
。

堤
防

L
=
7
8
9
m

陸
閘

1
基

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

河 ・ 県

宮 古 湾
○

高
浜

海
岸

　
宮

古
湾

中
央

付
近

西
側

に
位

置
し

、
背

後
に

は
国

道
や

人
家

等
あ

り
。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
・
景

観
に

配
慮

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

の
質

の
高

い
海

岸
整

備
を

検
討

し
推

進
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+1
0.

40
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
憩

い
の

場
の

確
保

、
海

辺
へ

の
ア

ク
セ

ス
性

を
改

善
・
向

上
さ

せ
る

。

堤
防

L
=
9
7
6
m

陸
閘

1
基

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
利

用
者

が
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

水 ・ 市

宮 古 湾
○

白
浜

（
宮

古
）

漁
港

海
岸

　
山

間
部

に
開

け
た

漁
港

で
、

ワ
カ

メ
、

コ
ン

ブ
の

養
殖

を
行

っ
て

い
る

。
背

後
の

斜
面

に
集

落
が

密
集

。
T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
0
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
水

門
（
自

動
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

堤
防

L
=
2
2
8
ｍ

水
門

1
基

砂
浜

の
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

業
者

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　

△
保

守
点

検
等

利 用

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地
域
名
・
字
名
や

　
一
般
的
な
呼
称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．
防
護
水
準
（
堤
防
等
の
高
さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５
．
海
岸
管
理
(
整
備
)
目
標

６
.
海

岸
保

全
施
設

整
備

概
要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

宮 古 市

港 ・ 県

宮 古 湾
○

○
宮

古
港

海
岸

（
高

浜
）

　
か

つ
て

は
前

面
が

砂
浜

で
あ

っ
た

が
、

港
湾

機
能

拡
充

の
た

め
埋

立
て

。
背

後
に

は
国

道
や

人
家

等
あ

り
。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●

● △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
を

T
.P

+
1
0
.4

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
3
6
6
m

陸
閘

1
基

港
湾

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

河 ・ 県

宮 古 湾
○

金
浜

海
岸

　
砂

浜
海

岸
で

、
背

後
に

は
国

道
や

人
家

等
あ

り
。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
利

用
者

の
快

適
性

を
高

め
る

た
め

の
質

の
高

い
海

岸
整

備
を

検
討

し
推

進
す

る
。

天
端

高
を

T
.P

+
1
0
.4

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
1
2
6
8
m

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

宮 古 市

河 ・ 県

宮 古 湾
○

赤
前

海
岸

　
宮

古
湾

の
湾

奥
部

に
位

置
し

、
背

後
は

運
動

場
や

宅
地

。
侵

食
対

策
の

た
め

に
突

堤
整

備
済

。

T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

●

● 〇 △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
海

岸
保

全
に

必
要

な
施

設
を

検
討

し
て

、
そ

の
整

備
を

実
施

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
す

る
。

利
用

者
の

快
適

性
を

高
め

る
た

め
の

質
の

高
い

海
岸

整
備

を
検

討
し

推
進

す
る

。

天
端

高
を

T
.P

+
1
0
.4

0
m

と
し

た
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
L
=
 8

2
0
m

突
堤

3
基

養
浜

L
=
 4

0
0
m

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。
侵

食
を

受
け

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

砂
浜

の
変

化
に

留
意

す
る

。

宮 古 市

水 ・ 市

宮 古 湾
○

津
軽

石
漁

港
海

岸

　
宮

古
湾

の
湾

奥
部

に
位

置
し

、
静

穏
な

湾
内

で
は

カ
キ

養
殖

が
主

体
。

背
後

は
山

地
や

耕
地

。
T
.P

＋
1
0
.4

0
m

(8
.5

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

●
●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
0
.4

0
ｍ

の
胸

壁
を

整
備

す
る

。
水

門
（
遠

隔
化

）
、

陸
閘

（
遠

隔
化

）
を

整
備

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

胸
壁

L
=
6
1
0
ｍ

水
門

1
基

陸
閘

3
基

砂
浜

景
観

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

環 境

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

所 管 ・ 管 理 者

要 指 定

防
護

指 定 済

利
用

対
応

：
　

□

８
.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

湾
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標
６

.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

宮 古 市

水 ・ 市

宮 古 湾
浦

の
沢

漁
港

海
岸

　
山

間
部

の
小

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
が

主
体

。
崖

海
岸

か
ら

成
る

。
集

落
は

高
台

に
立

地
。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

水 ・ 市
仲

組
漁

港
海

岸

　
山

間
部

の
小

港
で

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

漁
が

主
体

。
崖

海
岸

と
な

っ
て

お
り

集
落

は
高

台
に

立
地

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

水 ･ 県
○

音
部

漁
港

海
岸

　
山

間
部

に
開

け
た

漁
港

で
、

ワ
カ

メ
、

コ
ン

ブ
養

殖
を

主
体

に
発

展
し

て
い

る
。

周
囲

は
崖

海
岸

で
砂

浜
は

少
な

い
。

T
.P

＋
1
0
.0

0
m

(1
0
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

●

● △ ◎ □

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
砂

浜
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
Ｔ

．
Ｐ

．
＋

1
0
.0

0
ｍ

の
胸

壁
を

整
備

済
み

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

胸
壁

L
=
2
2
9
ｍ

礫
浜

景
観

の
保

全
に

努
め

る
。

漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点
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津
波

侵
食

計
画

天
端

高
(
現

況
天

端
高

)
計

画
天

端
高

(
現

況
天

端
高

)
津 波

侵 食

宮 古 市

水 ･ 県
重

茂
漁

港
海

岸

　
重

茂
川

の
河

口
に

立
地

す
る

港
で

、
定

置
網

の
基

地
港

。
周

囲
は

崖
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

イ
カ

釣
り

、
サ

ケ
は

え
縄

、
ワ

カ
メ

、
コ

ン
ブ

養
殖

が
主

体
に

発
展

し
て

い
る

。

―
（
 －

 ）
―

（
 －

 ）
 

 
○

○

◎ □
現

状
の

海
岸

環
境

の
継

承
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
現

状
の

海
岸

環
境

を
継

承
す

る
。

漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
―

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。

宮 古 市

河 ・ 県
○

里
海

岸

　
重

茂
川

の
河

口
、

左
岸

側
に

位
置

し
、

背
後

は
宅

地
。

秋
に

は
サ

ケ
が

遡
上

す
る

。

T
.P

＋
1
4
.1

0
m

(1
0
.0

0
m

)
―

（
 －

 ）
●

 
●

 

● △ ◎

津
波

対
策

施
設

を
整

備
し

て
津

波
へ

の
防

護
を

確
保

す
る

。
保

守
点

検
体

制
の

充
実

や
、

防
護

・
保

全
施

設
の

維
持

管
理

を
実

施
し

て
、

施
設

の
安

定
を

確
保

す
る

。
海

岸
施

設
周

辺
の

環
境

の
保

全
・
景

観
に

配
慮

す
る

。

堤
防

天
端

高
を

T
.P

.+
1
4
.1

0m
と

し
た

堤
防

を
整

備
す

る
。

堤
防

L
=
3
1
1
m

水
門

１
基

陸
閘

１
基

環
境

及
び

生
態

系
に

配
慮

し
て

計
画

・
施

工
す

る
。

日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5
年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・
修

繕
を

行
う

。
施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

・
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

な
点

検
・
整

備
を

行
う

。

農
：

農
村

振
興

局
　

　
林

：
林

野
庁

　
　

水
：

水
産

庁
　

　
河

：
水

国
土

局
　

　
港

：
港

湾
局

市 町 村 名

環
境

対
応

：
　

◎
防

護
対

応
：

　
●

津
波

対
策

、
　

○
侵

食
な

ど
の

海
岸

保
全

対
策

、
　
△

保
守

点
検

等

利 用

防
護

環 境

所 管 ・ 管 理 者

４
.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
８

.
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

指 定 済

要 指 定

湾

海
岸

保
全

区
域 海

岸
保

全
区

域
に

「
指

定
済

」
及

び
「

要
指

定
」

に
〇

印
が

な
い

も
の

：
一

般
公

共
海

岸
な

ど

７
.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

利
用

対
応

：
　

□

６
.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
５

．
海

岸
管

理
(
整

備
)
目

標

整
　

備
　

箇
　

所
　

整
　

理
　

表

海
岸

名

（
地

域
名

・
字

名
や

　
一

般
的

な
呼

称
）

１
．

海
岸

の
特

性

２
．

防
護

水
準

（
堤

防
等

の
高

さ
）

３
．

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点
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代
表

堤
防

高
（

ｍ
）

三
陸

北
沿

岸
水

角
浜

漁
港

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

種
市

第
3
9
地

割
1
2
.
0
0

護
岸

堤
防

水
国

大
谷

地
海

岸
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

3
8
地

割
1
2
.
0
0

堤
防
、
消
波
提

水
川

尻
漁

港
海

岸
（

平
内

）
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

3
8
地

割
1
2
.
0
0

堤
防

水
国

平
内

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

種
市

第
3
6
～

2
7
地

割
1
2
.
0
0

堤
防
、
沖
合
施
設
、
水
門

水
川

尻
漁

港
海

岸
（

北
側

）
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

2
7
地

割
1
2
.
0
0

堤
防

水
川

尻
漁

港
海

岸
（

南
側

）
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

2
3
地

割
4
.
3
0

護
岸

水
国

種
市

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

種
市

第
2
3
地

割
4
.
3
0

護
岸

水
種

市
漁

港
海

岸
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

2
2
～

1
8
地

割
4
.
3
0
(
北
）

1
2
.
0
0
(
南
）

胸
壁
、
護
岸
、
沖
合
施
設
、
水

門
、
突
堤

水
門

林
鹿

糠
地

区
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

1
8
地

割
7
.
3
0

護
岸

水
鹿

糠
漁

港
海

岸
（

鹿
糠

）
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

1
6
～

1
4
地

割
-

水
国

玉
川

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

種
市

第
1
4
地

割
6
.
0
0

護
岸

水
鹿

糠
漁

港
海

岸
（

玉
川

）
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

1
4
地

割
-

水
戸

類
家

漁
港

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

種
市

第
1
2
地

割
-

水
宿

戸
漁

港
海

岸
九

戸
郡

洋
野

町
種

市
第

7
地

割
-

水
国

八
木

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

種
市

第
2
～

1
地

割
1
2
.
0
0

胸
壁

、
水

門
、

陸
閘

住
宅

地
、

農
地

水
小

子
内

漁
港

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

小
山

内
第

3
地

割
-

水
国

小
子

内
海

岸
九

戸
郡

洋
野

町
小

山
内

第
3
地

割
1
2
.
0
0

堤
防
、
水
門

住
宅

地
、

農
地

水
国

坂
下

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

小
山

内
第

5
地

割
-

水
国

原
子

内
海

岸
九

戸
郡

洋
野

町
小

山
内

第
5
地

割
1
2
.
0
0

堤
防
、
水
門

住
宅

地
、

農
地

水
国

有
家

海
岸

九
戸

郡
洋

野
町

有
家

第
2
地

割
-

水
有

家
漁

港
海

岸
九

戸
郡

洋
野

町
有

家
第

8
地

割
-

水
高

家
漁

港
海

岸
（

一
ヶ

釜
）

九
戸

郡
洋

野
町

中
野

第
3
地

割
-

水
高

家
漁

港
海

岸
（

小
波

浜
）

九
戸

郡
洋

野
町

中
野

第
1
0
地

割
-

水
高

家
漁

港
海

岸
（

高
家

）
九

戸
郡

洋
野

町
中

野
第

1
1
地

割
-

水
桑

畑
漁

港
海

岸
久

慈
市

侍
浜

町
字

桑
畑

-

水
田

子
の

木
漁

港
海

岸
久

慈
市

侍
浜

町
字

外
屋

敷
-

水
川

津
内

漁
港

海
岸

（
前

浜
）

久
慈

市
侍

浜
町

字
本

町
-

水
川

津
内

漁
港

海
岸

（
川

津
内

）
久

慈
市

侍
浜

町
字

向
町

-

水
横

沼
漁

港
海

岸
久

慈
市

侍
浜

町
字

横
沼

-

水
白

前
漁

港
海

岸
久

慈
市

侍
浜

町
字

白
前

～
字

本
波

-

水
麦

生
漁

港
海

岸
久

慈
市

侍
浜

町
字

麦
生

-

林
麦

生
地

区
久

慈
市

侍
浜

町
麦

生
6
.
0
0

護
岸

森
林

港
久

慈
港

海
岸

（
半

崎
）

久
慈

市
夏

井
町

閉
伊

口
5
.
5
0

護
岸
、
消
波
堤
、
沖
合
施
設

水
久

慈
湊

漁
港

海
岸

久
慈

市
湊

町
8
.
0
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
水

門

港
久

慈
港

海
岸

（
諏

訪
下

）
久

慈
市

長
内

町
第

4
0
地

割
8
.
0
0

沖
合
施
設
、
堤
防

堤
防

、
胸

壁
、

陸
閘

港
久

慈
港

海
岸

（
玉

の
脇

）
久

慈
市

長
内

町
第

4
3
地

割
-

水
舟

渡
漁

港
海

岸
久

慈
市

長
内

町
二

子
～

大
尻

8
.
0
0

堤
防

港
久

慈
港

海
岸

（
湾

口
）

久
慈

市
湾

口
地

区
-

湾
口

防
波

堤

水
小

袖
漁

港
海

岸
（

小
袖

）
久

慈
市

長
内

町
大

尻
～

宇
部

町
小

袖
1
2
.
0
0

堤
防
、
水
門

胸
壁

、
水

門
・

陸
閘

水
小

袖
漁

港
海

岸
（

三
崎

）
久

慈
市

長
内

町
大

尻
～

宇
部

町
小

袖
-

水
久

喜
漁

港
海

岸
久

慈
市

宇
部

町
久

喜
1
4
.
0
0

堤
防
、
護
岸
、
沖
合
施
設
、
水

門
堤

防
、

樋
門

・
陸

閘

注
1
）

代
表

堤
防

高
は

計
画

堤
防

高
と

し
て

い
る

。
注

2
)
 
受

益
の

地
域

に
つ

い
て

は
、

各
市

町
村

の
ま

ち
づ

く
り

計
画

に
伴

い
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

住
宅

地
、

森
林

住
宅

地
、

農
地

住
宅

地
、

農
地

、
森

林

住
宅

地
、

森
林

既
設

計
画

港
湾

、
住

宅
地

、
農

地
、

そ
の

他

別
表

計
画

事
項

受
益

の
地

域

地
域

状
況

沿
岸

名
配

置
種

類

洋
野

町
の

一
部

久
慈

市
の

一
部

区
域

海
岸

名

久
慈

市

市
町

村
名

所
管

洋
野

町
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代
表

堤
防

高
（

ｍ
）

三
陸

北
沿

岸
水

国
広

内
海

岸
九

戸
郡

野
田

村
広

内
1
4
.
0
0

堤
防
、
沖
合
施
設
、
水
門
、
陸

閘
堤

防
、

水
門

、
陸

閘

水
野

田
漁

港
海

岸
九

戸
郡

野
田

村
大

字
野

田
-

農
野

田
農
地

海
岸

九
戸

郡
野

田
村

大
字

野
田

1
2
.
0
0

堤
防
、
樋
門

陸
閘

水
国

野
田

海
岸

（
十

府
ケ

浦
海

岸
）

九
戸

郡
野

田
村

三
日

市
場

1
4
.
0
0
(
北
）

7
.
8
0
(
南
）

堤
防
（
南
）
、
水
門
（
南
）

堤
防

（
北

）
、

水
門

（
北

）
、

陸
閘

（
北

）

林
野

田
地

区
（

前
浜

）
九

戸
郡

野
田

村
前

浜
1
4
.
0
0

堤
防

堤
防

水
国

米
田

海
岸

九
戸

郡
野

田
村

米
田

1
4
.
0
0

堤
防
、
沖
合
施
設
、
水
門

堤
防

、
沖

合
施

設
、

水
門

林
土

内
地

区
九

戸
郡

野
田

村
玉

川
5
.
9
0

護
岸

森
林

林
下

村
地

区
九

戸
郡

野
田

村
大

字
玉

川
5
.
9
0

護
岸

森
林

、
住

宅
地

水
玉

川
漁

港
海

岸
九

戸
郡

野
田

村
大

字
玉

川
5
.
8
0

護
岸

商
業

、
業

務
地

水
国

野
田

玉
川

海
岸

九
戸

郡
野

田
村

玉
川

1
2
.
0
0

堤
防
、
水
門

住
宅

地
、

森
林

林
浜

山
地

区
九

戸
郡

野
田

村
大

字
玉

川
5
.
2
0

護
岸

森
林

水
下

安
家

漁
港

海
岸

九
戸

郡
野

田
村

大
字

玉
川

字
下

安
家

1
4
.
0
0

堤
防

、
水

門
住

宅
地

、
農

地

水
堀

内
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
普

代
村

堀
内

7
.
8
0

護
岸

住
宅

地
、

そ
の

他

水
沢

漁
港

海
岸

下
閉

伊
郡

普
代

村
字

馬
場

～
字

白
井

-
住

宅
地

、
森

林

水
白

井
漁

港
下

閉
伊

郡
普

代
村

字
白

井
-

水
国

宇
留

部
海

岸
（

普
代

浜
海

岸
）

下
閉

伊
郡

普
代

村
字

留
部

1
5
.
5
0

堤
防
、
水
門

住
宅

地
、

森
林

水
太

田
名

部
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
普

代
村

太
田

名
部

1
5
.
5
0

堤
防

、
水

門
住

宅
地

、
農

地
、

森
林

水
国

太
田

名
部

海
岸

下
閉

伊
郡

普
代

村
字

太
田

名
部

1
5
.
5
0

堤
防
、
水
門

住
宅

地

水
黒

崎
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
普

代
村

字
黒

崎
-

水
弁

天
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
普

代
村

字
弁

天
-

水
北

山
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
田

野
畑

北
山

-

水
机

漁
港

海
岸

下
閉

伊
郡

田
野

畑
村

机
-

住
宅

地
、

森
林

水
国

明
戸

海
岸

下
閉

伊
郡

田
野

畑
村

明
戸

1
2
.
0
0

堤
防
、
沖
合
施
設

堤
防

森
林

、
そ

の
他

水
平

井
賀

漁
港

海
岸

（
羅

賀
）

下
閉

伊
郡

田
野

畑
村

羅
賀

1
4
.
3
0

堤
防

、
陸

閘
住

宅
地

、
農

地

水
平

井
賀

漁
港

海
岸

（
平

井
賀

）
下

閉
伊

郡
田

野
畑

村
平

井
賀

1
4
.
3
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
水

門
・

陸
閘

住
宅

地
、

森
林

水
島

の
越

漁
港

海
岸

下
閉

伊
郡

田
野

畑
村

嶋
の

越
1
4
.
3
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
水

門
・

陸
閘

水
国

嶋
之

越
海

岸
下

閉
伊

郡
田

野
畑

村
嶋

の
越

1
4
.
3
0

堤
防
、
水
門

水
槇

木
沢

漁
港

海
岸

下
閉

伊
郡

田
野

畑
村

槇
木

沢
-

住
宅

地
、

森
林

水
須

久
洞

漁
港

海
岸

下
閉

伊
郡

岩
泉

町
小

本
-

水
小

本
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
岩

泉
町

小
本

1
2
.
6
9

堤
防
、
水
門

住
宅

地
、

森
林

水
国

小
本

海
岸

下
閉

伊
郡

岩
泉

町
字

小
本

1
2
.
6
9

堤
防

住
宅

地
、

森
林

港
小

本
港

下
閉

伊
郡

岩
泉

町
小

本
浜

-

水
茂

師
漁

港
海

岸
下

閉
伊

郡
岩

泉
町

茂
師

～
田

老
町

星
山

1
6
.
0
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
水

門
岩

泉
町

、
宮

古
市

の
一

部
住

宅
地

、
農

地
、

森
林

水
小

堀
内

漁
港

海
岸

（
摂

待
）

宮
古

市
田

老
字

星
山

-

水
国

摂
待

海
岸

宮
古

市
田

老
字

摂
待

1
4
.
7
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
水

門
農

地
、

公
共

用
地

水
小

堀
内

漁
港

海
岸

（
水

沢
）

宮
古

市
田

老
字

水
沢

-

水
小

堀
内

漁
港

海
岸

（
小

堀
内

）
宮

古
市

田
老

字
向

新
井

田
-

水
青

野
滝

漁
港

海
岸

宮
古

市
田

老
字

青
野

滝
南

-

水
小

港
漁

港
海

岸
宮

古
市

田
老

字
和

野
-

水
国

田
老

海
岸

宮
古

市
田

老
字

沼
の

浜
1
0
.
0
0

堤
防
、
水
門
、
陸
閘
、
樋
門

住
宅

地
、

農
地

水
田

老
漁

港
海

岸
宮

古
市

田
老

青
砂

里
～

字
向

山
1
4
.
7
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
水

門
・

陸
閘

市
街

地
、

農
地

、
森

林

水
樫

内
漁

港
海

岸
宮

古
市

田
老

字
西

向
山

-

注
1
）

代
表

堤
防

高
は

計
画

堤
防

高
と

し
て

い
る

。
注

2
)
 
受

益
の

地
域

に
つ

い
て

は
、

各
市

町
村

の
ま

ち
づ

く
り

計
画

に
伴

い
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

既
設

普
代

村

田
野

畑
村

岩
泉

町

宮
古

市

住
宅

地
、

農
地

計
画

普
代

村
の

一
部

住
宅

地
、

農
地

田
野

畑
村

の
一

部

受
益

の
地

域

野
田

村
の

一
部

地
域

状
況

区
域

岩
泉

町
の

一
部

宮
古

市
一

部

別
表

計
画

事
項

配
置

種
類

海
岸

名

野
田

村

沿
岸

名
所

管
市

町
村

名
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代
表

堤
防

高
（

ｍ
）

三
陸

北
沿

岸
水

国
松

月
海

岸
宮

古
市

崎
山

-

水
宿

漁
港

海
岸

（
女

遊
戸

）
宮

古
市

崎
山

字
宿

1
4
.
7
0

胸
壁
、
水
門

胸
壁

、
樋

門
・

陸
閘

水
宿

漁
港

海
岸

（
宿

、
中

浜
）

宮
古

市
崎

山
字

宿
-

水
日

出
島

漁
港

海
岸

（
日

出
島

）
宮

古
市

崎
鍬

ヶ
崎

字
日

出
島

-

水
日

出
島

漁
港

海
岸

（
大

沢
）

宮
古

市
崎

鍬
ヶ

崎
字

大
沢

-

農
宮

古
大

沢
農

地
海

岸
宮

古
市

鍬
ヶ

崎
1
4
.
7
0

胸
壁
、
水
門

堤
防

、
水

門
、

陸
閘

住
宅

地
、

農
地

水
蛸

の
浜

漁
港

海
岸

宮
古

市
鍬

ヶ
崎

字
平

松
-

港
宮

古
港

海
岸

（
浄

土
ヶ

浜
）

宮
古

市
山

根
町

-

港
宮

古
港

海
岸

（
竜

神
崎

）
宮

古
市

日
立

浜
町

-

港
宮

古
港

海
岸

（
鍬

ヶ
崎

）
宮

古
市

日
立

浜
町

～
光

岸
地

1
0
.
4
0

堤
防

、
陸

閘

港
宮

古
港

海
岸

（
藤

原
）

宮
古

市
藤

原
～

磯
鶏

1
0
.
4
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
陸

閘

水
国

神
林

海
岸

宮
古

市
神

林
1
0
.
4
0

堤
防
、
水
門
、
陸
閘

堤
防

、
水

門
、

陸
閘

住
宅

地
、

市
街

地

港
宮

古
港

海
岸

（
藤

の
川

）
宮

古
市

藤
の

川
～

高
浜

1
0
.
4
0

堤
防

、
陸

閘
住

宅
地

水
国

高
浜

海
岸

宮
古

市
高

浜
1
0
.
4
0

堤
防
、
陸
閘
、
樋
門

堤
防

、
陸

閘
、

樋
門

住
宅

地
、

農
地

水
白

浜
(
宮

古
)
漁

港
海

岸
宮

古
市

白
浜

1
0
.
4
0

堤
防
、
水
門

堤
防

、
樋

門
・

陸
閘

港
宮

古
港

海
岸

（
高

浜
）

宮
古

市
高

浜
1
0
.
4
0

堤
防

堤
防

、
陸

閘
住

宅
地

、
公

共
用

地

水
国

金
浜

海
岸

宮
古

市
金

浜
1
0
.
4
0

堤
防
、
陸
閘
、
樋
門

堤
防

、
陸

閘
、

樋
門

住
宅

地
、

農
地

水
国

赤
前

海
岸

宮
古

市
赤

前
1
0
.
4
0

堤
防
、
樋
門

堤
防

、
沖

合
施

設
、

樋
門

、
養

浜
住

宅
地

、
農

地
、

公
共

用
地

、
そ

の
他

水
津

軽
石

漁
港

海
岸

宮
古

市
赤

前
字

釜
ヶ

沢
～

字
堀

内
1
0
.
4
0

胸
壁
、
水
門

胸
壁

、
樋

門
・

陸
閘

住
宅

地
、

農
地

、
森

林

水
浦

の
沢

漁
港

海
岸

宮
古

市
重

茂
字

追
切

-
住

宅
地

、
農

地

水
仲

組
漁

港
海

岸
宮

古
市

重
茂

字
野

崎
-

住
宅

地
、

森
林

、
そ

の
他

水
音

部
漁

港
海

岸
宮

古
市

音
部

字
須

賀
長

根
1
4
.
1
0

胸
壁
、
水
門

胸
壁

、
水

門
・

陸
閘

住
宅

地
、

農
地

水
重

茂
漁

港
海

岸
宮

古
市

重
茂

字
里

-

水
国

里
海

岸
宮

古
市

重
茂

1
4
.
1
0

堤
防
、
樋
門

堤
防

、
樋

門
、

陸
閘

住
宅

地
、

農
地

、
そ

の
他

注
1
）

代
表

堤
防

高
は

計
画

堤
防

高
と

し
て

い
る

。
注

2
)
 
受

益
の

地
域

に
つ

い
て

は
、

各
市

町
村

の
ま

ち
づ

く
り

計
画

に
伴

い
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

港
湾

、
住

宅
地

、
公

共
用

地
、

市
街

地
、

工
業

用
地

、
そ

の
他

種
類

既
設

住
宅

地
、

農
地

、
森

林

宮
古

市
の

一
部

別
表

計
画

事
項

沿
岸

名
市

町
村

名
地

域
状

況
計

画
所

管
海

岸
名

配
置

区
域

受
益

の
地

域

宮
古

市
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